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通信販売を利用する際は、
広告表示や返品特約の確認を。

令和元（2019）年　10月号

お互いに　一声かけて見守りを！

　季節の変わり目は、通信販売で商品を購入する機
会が増えますが、商品が届かない、１回だけだと思
ったが継続が条件、などのトラブルも多発します！

●ネット通販でジャケットを購入しようと注文し、
　代金をコンビニで支払ったが、商品が届かない。

●ネットで「初回無料」と出ていたサプリメントを
　試しに購入したら、高額の定期購入が条件だった。

通信販売を利用する際は、
事前に内容の確認を十分に！


